
 

 

 

　

　

　

　 　

　

 

  

安居地区だより
第９号 令和２年４月２５日発行

安居地区協議会

安居交流センター内

〒939-1554 南砺市安居199番地-2

TEL・FAX 0763-22-4420

Mail yasui.kmn@gmail.com

安居地区の現状（令和２年３月末）

人 口：５９６人 －１１

男 ：２８６人 －１６

女 ：３１０人 ＋ ５

世帯数：１９８世帯 － １

（前年同月比）

令和元年度の安居地区協議会の総会を開催しました

４月１２日（日）午後６時～

安居地区協議会の総会を開催し

ました。新型コロナウイルス感

染症対策のため、出席者は各部

会の副部会長までと、各村方役

員とし、十分に間隔を取り換気

に注意をしながら行いました。

廊下との間も開け放して暖房を

入れながらも肌寒い総会になり

ました。

総会は堀元会長が議長となり

第１号議案 令和元年度活動報告

第２号議案 令和元年度収支決算報告及び監査報告

を事務局より提案し承認されたあと

第３号議案 役員改選を事務局より提案し 新会長に東田外司彦さんが承認されました。

議長が東田新会長に代わり

第４号議案 令和２年度活動計画（案）

第５号議案 令和２年度収支予算（案）

を事務局より提案し承認されました。

連絡事項として「チャレンジデー２０２０㏌なんと」が中止になったことを報告して総会を

閉会しました。

今回は新型コロナウイルス感染症対策としてこの様な少人数での総会となりましたが、早く

感染症が終息して多くの皆さんと意見を交わせるようになって欲しいと思いました。

尚、総会資料は今月全戸に配布いたします。ご一読ください。



 

 

 

 

 

 

 

令和２年度の新しい事業について

〇新生児聴覚スクリーニング検査の全額補助を行います。（安居地区在住者に限る）

先天性難聴の発生率は１/１０００以上とされるそうです。

聴覚障害があっても聴覚補助、コミュニケーション・言語発達援助を行うことで、言語機能

を向上させ、早期診断と早期介入が児と家族の生活の向上に直結するそうです。

現在新生児聴覚スクリーニング検査は自己負担で、費用発生を理由に検査を受けない場合が

あるそうなので、安居地区協議会では新生児にはぜひ検査を受けていただきたいと思います。

詳しいことは協議会事務局までお問合せ下さい。

〇安居緑地広場利用許可申請書の受付事務を行います。

安居緑地広場は県内外から年間８００人ほどの利用があるそうです。

福野行政センターが業務縮小のため安居地区協議会で受付事務を行うこととしました。

南砺市から委託料が支払われるため事業に充てていきたいと思います。

〇資源回収を行います。

地区婦人会で行っていた資源回収を安居地区協議会で引き継ぎます。

３月～１２月の第３金曜日にペットボトル・アルミ缶

毎回手伝っていただける方を募集しています。一回限りでもＯＫ、報酬もお支払いしま

す。詳しくは広報の最終ページをご覧ください。

年４回（４月・７月・９月・１２月）ダンボール・雑誌・古新聞など、

得られる手数料は協議会の事業に充てていきます。

昨年と変わらぬ行事（事業）も予定しています。皆様の参加をお待ちしております。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、計画した事業ができるか不安がありますが、状況を

よく見極めながら進めていきたいと思います。

会長就任のご挨拶

安居地区協議会

会長 東田外司彦

この度安居地区協議会会長に推挙され、就任いたしました東田外司彦です。生まれは安居で

すが、気楽な三男坊で学校や仕事の関係もあり、人生の半分以上各地を転々とし地区外で生活

をしていました。４０歳代に入りどこかで終の棲家の必要性をぼんやり考え始めた頃、子供の

頃の同年代の遊び仲間から、初老の行事への参加の誘いがあり、長らくご無沙汰の仲間と歓談

し、楽しかったことがここで居を構えた理由の一つです。したがって私自身、地区での青壮年

期の活動、経験が欠落しており、未だにこの地での立ち居振る舞いを教えてもらうことや注意

を受けることが多々あります。古希を過ぎてなお未熟者の私ですが、この重責を全うできます

よう、皆様のご指導ご鞭撻ご協力をよろしくお願い申し上げます。



安居地区自主防災会の総会を開催しました

同じく４月１２日（日）午後７時～

安居地区自主防災会の総会を開催しま

した。

総会では規約や組織図の確認を行い

秋の防災訓練に向けて訓練内容などを

地区協議会の安全・防災部会と協議し

ながら進めることとしました。

総会の中で「南砺市自主防災マニュ

アル（令和２年４月改訂）」を地区内

全戸に配布するよう要望がありました

ので５月の広報配布時に印刷して配布

します。

農村公園前の橋に転落防止柵の設置が完了しました

農村公園前の砺中用水に架かる２つの橋に転落防止柵の設置が完了しました！

コミュニティ菅の山や農村公園は避難場所に指定されており、災害時には夜間の移動も想定さ

れます。また夏休みのラジオ体操の期間には子供の行き来が多くなるなど、従来の橋のままで

は砺中用水への転落の危険性が高く改善の要望が出ていました。

今回安居地区自治振興会の予算で転落防止柵が設置されました。設置については小矢部川上

流用水土地改良区からも許可を得ています。



　

　

　

　

　

安居交流センターの開館時間 午前８時３０分～午後５時３０分 職員が常駐しています。

（土・日・祝日は休みです。）利用申し込みは電話でＯＫです ＴＥＬ ２２-４４２０

５月の資源回収を手伝っていただく方を募集します。

条件 安居地区に住んでいる方で高校生以上（事前申し込みが必要です。）

日時 ５月１５日（金）午前６時～７時

報酬 １，０００円 回収終了時に現金でお渡しします。

（遅刻・早退があると報酬はお支払いできません）

内容 ペットボトル・アルミ缶・ペットボトルキャップの受付

人数 安居集会所駐車場 ２名 上川崎公民館駐車場 １名 計 ３名

申し込み方法 地区協議会事務局（安居交流センター内）へご連絡ください

和みの会よりお知らせ

和みの会

代表 齊藤久満子

会員各位には、３月８日の「ふれあい交流会」を

新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止としました

こと残念に思います。

高齢者は新型コロナウイルスの感染リスクが高い

とされていること、近距離で会話発声、手の届く距

離に人が集まる、換気の悪い密閉空間の「３つの

密」を避けることから開催を断念致しました。

これからも、今後の国内及び近隣地域の感染状況、

対策等に基づき役員で話し合って皆様の健康安全を

考慮し実施できる状態が確認できれば開催のご案内

をいたしますので宜しくお願い申し上げます。

地域づくり協議会の

ホームページが開設されました

南砺市３１地区の地域づくり協議会

のホームページが開設されました。南

砺市のホームページの左側の一覧の中

に地域づくり協議会のバナーが貼って

あります。ぜひご覧ください。

安居地区協議会のホームページはこ

ちらから

スマートフォン

でも見れます

アドレスは

https://yasui-kc.7104.info

新型コロナウイルス感染症対策として市内

の一部の公共施設が休館となっています。

交流センターは地域の拠点施設でもあるの

で今回の休館施設には入っていませんが、利

用の際は３密（「密閉」「密集」「密接」）

を回避するよう努めてください。

５月２日（土）～６日（水祝）の間、

安居交流センターは休館とします。

地域に発信したい情報など

ありませんか？

安居地区だよりで地域に発信したい情報な

どありましたら、原稿や写真をお持ちくださ

い。受付は毎月２０日まで地区協議会事務局

（安居交流センター内）へ。

地区だよりは毎月２５日発行で、月末まで

には皆様の手元に届きます。


